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中
小
企
業
事
業
者
の
皆
さ
ま
へ

商
工
振
興
補
助
金
が
受
け
ら
れ
ま
す

ご
利
用
く
だ
さ
い

汚
泥
発
酵
肥
料

「
浅せ

ん

麓ろ
く

エ
コ
コ
ン
ポ
」

　

町
で
は
、
町
内
に
事
業
所
を
持

ち
、
一
定
の
条
件
を
満
た
す
事
業

者
へ
、
商
工
振
興
補
助
金
を
交
付

し
ま
す
。
補
助
金
の
概
要
は
次
の

と
お
り
で
す
。

中
小
企
業
事
業
者
の
定
義

　

町
内
に
事
業
所
を
有
し
、
中
小

企
業
基
本
法
第
２
条
に
該
当
す
る

方（
工
場
に
あ
っ
て
は
、
常
時
雇

用
の
従
業
員
数
が
１
０
０
名
以
下

で
あ
る
こ
と
が
条
件
）。

申
請
条
件

　

平
成
25
年
１
月
１
日
か
ら
12
月

31
日
ま
で
に
、
下
表
に
該
当
す
る

新
設
ま
た
は
増
設
工
事
を
完
了
し

た
工
場
・
店
舗
で
あ
る
こ
と

補
助
の
内
容

　

支
払
っ
た
固
定
資
産
税
に
応
じ

て
、
下
表
の
と
お
り
３
年
間
に
わ

た
り
補
助
金
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

申
請
期
限

　

１
月
30
日（
金
）

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

産
業
経
済
課
商
工
観
光
係

 

（
内
線
31
）

　

浅
麓
汚
泥
再
生
処
理
セ
ン
タ
ー

（
浅
麓
環
境
施
設
組
合
）で
は
、
毎

週
水
曜
日
に
汚
泥
発
酵
肥
料「
浅

麓
エ
コ
コ
ン
ポ
」を
配
布
し
て
い

ま
す
。

　
「
浅
麓
エ
コ
コ
ン
ポ
」は
生
ご
み

や
汚
泥
を
原
料
と
し
た
肥
料
取
締

法
に
よ
る
登
録
済
み
の
肥
料
で
、

土
作
り
の
基
肥
と
し
て
好
評
で
す
。

農
業
・
家
庭
菜
園
・
樹
木
・
ガ
ー
デ

ニ
ン
グ
等
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

形
状
は
、
粉
末
状
の
バ
ラ
積
み

（
ト
ラ
ッ
ク
へ
直
積
み
）と
粒
状
の

袋
詰
め（
12
ｋ
ｇ
入
り
）の
２
種
類

で
す
。
袋
詰
め
は
、
１
袋
当
た
り

30
円
の
袋
代
を
い
た
だ
い
て
い
ま

す
。

☆ 

春
先
は
予
約
が
殺
到
し
、
ご
希

望
に
添
え
な
い
場
合
が
あ
り
ま

す
。
お
早
め
に
お
求
め
く
だ
さ

い
!!

問
い
合
わ
せ
・
予
約
先

浅
麓
環
境
施
設
組
合

電
話　
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交付の条件
①1,000万円以上の費用(取得価格)で、工場・店舗を新設したとき
②  500万円以上の費用(取得価格)で、工場・店舗を増設したとき

交付対象
新たに固定資産税が
課せられた年

左記の翌年（２年目） 左記の翌年（３年目）

交付率
翌年度に支払った
固定資産税額の全額

翌年度に支払った
固定資産税額の７割

翌年度に支払った
固定資産税額の５割

補助の内容

※1件の申請に対する年度の補助金の上限は100万円です。
※購入による敷地の拡張は、増設に該当します。

結
果
報
告

ゆ
る
キ
ャ
ラ
グ
ラ
ン
プ
リ
２
０
１
４

　

町
観
光
協
会
で
は
、
町
の
Ｐ
Ｒ

の
た
め
観
光
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
み
よ

た
ん
を「
ゆ
る
キ
ャ
ラ
グ
ラ
ン
プ

リ
２
０
１
４
」へ
エ
ン
ト
リ
ー
し
、

皆
さ
ま
に
応
援
を
お
願
い
し
て
お

り
ま
し
た
。

　

去
る
11
月
３
日「
ゆ
る
キ
ャ
ラ
®

グ
ラ
ン
プ
リ
２
０
１
４ 

in 

あ
い

ち
セ
ン
ト
レ
ア
」で
結
果
発
表
が

あ
り
、
順
位
は
次
の
と
お
り
で
し

た
。

　

た
く
さ
ん
の
応
援
を
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

問
い
合
わ
せ
先

　

町
観
光
協
会
事
務
局

　
（
産
業
経
済
課
商
工
観
光
係
内
）

 

（
32
）３
１
１
１（
内
線
31
・
62
）

御代田町観光キャラクター御代田町観光キャラクター
「みよたん」「みよたん」

○総合順位 157位
○ご当地部門 118位
○長野県内 3位

みんなのおかげで目標だっ
た県内３位になれたよ!! あ
りがとう! これからも御代
田町のＰＲのために頑張っ
ていくから応援よろしくね!

みよた広報 やまゆり　みよた広報 やまゆり　20152015年年11月号 月号 （（1212））　　
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御代田町役場 TEL0267(32)3111御代田町役場 TEL0267(32)3111

所
得
税
の
確
定
申
告
を
さ
れ
る
す
べ
て
の
方
へ

自
動
車
税

増
額
割
合
が
変
更
さ
れ
ま
す

復
興
特
別
所
得
税

　

確
定
申
告
書
へ
の
復
興
特
別
所

得
税
額
の
記
載
漏
れ
に
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

　

平
成
25
年
分
か
ら
平
成
49
年
分

ま
で
の
各
年
分
に
つ
い
て
は
、
所

得
税
と
併
せ
て
復
興
特
別
所
得
税

の
申
告
お
よ
び
納
付
を
す
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

復
興
特
別
所
得
税
の
額
は
、
各

年
分
の
基
準
所
得
税
額（
原
則
と

し
て
、
そ
の
年
分
の
所
得
税
額
）

に
２
・
１
％
の
税
率
を
掛
け
て
計

算
し
た
金
額
で
す
。

改
正
消
費
税
法

　

平
成
26
年
４
月
１
日
か
ら
消
費

税
率
が
５
％（
内
、
地
方
消
費
税

１
％
）か
ら
８
％（
内
、
地
方
消
費

税
１
・
７
％
）に
変
更
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
た
め
、
平
成
26
年
分
の
消

費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
の
確
定

申
告
書
を
作
成
す
る
た
め
に
は
、

帳
簿
等
に
お
い
て
課
税
取
引
を
事

前
に
適
用
税
率
ご
と
に
区
分
し
、

そ
れ
を
基
に
計
算
し
て
い
た
だ
く

必
要
が
あ
り
ま
す
。

公
的
年
金
等
受
給
者
に
係
る

確
定
申
告
不
要
制
度

　

平
成
23
年
分
以
後
の
各
年
分
に

　

新
車
登
録
か
ら
11
年
を
超
え
た

デ
ィ
ー
ゼ
ル
乗
用
車
と
13
年
を
超

え
た
ガ
ソ
リ
ン
乗
用
車
の
自
動
車

税
は
、
平
成
27
年
度
以
降
、
10
％

割
増
か
ら
15
％
割
増
に
変
更
と
な

り
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
自
動
車
な
ど
詳
し

い
制
度
に
つ
い
て
は
、
県
庁
税
務

課
自
動
車
税
係
ま
た
は
地
方
事
務

所
税
務
課
へ
お
問
い
合
せ
く
だ
さ

い
。

問
い
合
わ
せ
先

　

県
庁
税
務
課
自
動
車
税
係

 

０
２
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２
３
５
）７
０
５
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佐
久
地
方
事
務
所
税
務
課
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２
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５

お
い
て
、
公
的
年
金
等
の
収
入
金

額
の
合
計
額
が
四
〇
〇
万
円
以
下

で
あ
り
、
か
つ
、
公
的
年
金
等
に

係
る
雑
所
得
以
外
の
所
得
金
額
が

二
〇
万
円
以
下
で
あ
る
場
合
に
は

所
得
税
の
確
定
申
告
は
必
要
あ
り

ま
せ
ん
。

　
 （

※
所
得
税
の
確
定
申
告
が
必

要
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
住

民
税
の
申
告
が
必
要
な
場
合
が

あ
り
ま
す
。）

　

ま
た
、
所
得
税
の
還
付
を
受
け

る
場
合
や
確
定
申
告
書
の
提
出
が

要
件
と
な
っ
て
い
る
控
除（
例
え

ば
、
純
損
失
や
雑
損
失
の
繰
越
控

除
な
ど
）の
適
用
を
受
け
る
場
合

に
は
、
確
定
申
告
書
の
提
出
が
必

要
と
な
り
ま
す
。

雪
害
な
ど
の
災
害
に
よ
り
被
害
を

受
け
ら
れ
た
方
へ（
雑
損
控
除
）

　

雪
害
、
風
水
害
な
ど
の
自
然
現

象
の
異
変
に
よ
り
、
生
活
に
通
常

必
要
な
住
宅
、
家
具
、
衣
類
な
ど

の
資
産
に
損
害
を
受
け
た
場
合
に

は
、
一
定
の
金
額
の
所
得
控
除
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
れ
を
雑
損
控
除
と
い
い
ま
す
。

●
雑
損
控
除
と
し
て

 

所
得
控
除
が
で
き
る
金
額

　

次
の
二
つ
の
う
ち
い
ず
れ
か
多

い
方
の
金
額
で
す
。

① （
差
引
損
失
額
）－（
総
所
得
金

額
等
）×
10
％

② （
差
引
損
失
額
の
う
ち
災
害
関

連
支
出
の
金
額
）－

５
万
円

●
雑
損
控
除
を

 

受
け
る
た
め
の
手
続

　

確
定
申
告
書
に
雑
損
控
除
に
関

す
る
事
項
を
記
載
す
る
と
と
も
に
、

被
害
を
受
け
た
資
産
の
明
細
、
災

害
関
連
支
出
の
金
額
の
領
収
を
証

す
る
書
類
等
を
添
付
す
る
か
、
提

示
し
て
く
だ
さ
い
。

　

給
与
所
得
の
あ
る
方
は
、
こ
の

ほ
か
に
給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
票

（
原
本
）を
申
告
書
に
添
付
し
て
く

だ
さ
い
。

※
注
意

　

雑
損
控
除
と
は
別
に
、
住
宅
や

家
財
に
つ
い
て
の
損
害
額
が
、
そ

の
価
額（
時
価
）の
２
分
の
１
以
上

で
、
損
害
を
受
け
た
年
分
の
所
得

金
額
が
一
〇
〇
〇
万
円
以
下
の
場

合
は
、
災
害
減
免
法
に
よ
る
所
得

税
の
軽
減
免
除
が
あ
り
ま
す
。

（
い
ず
れ
か
有
利
な
方
法
を
選
べ

ま
す
。）

　

詳
し
く
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ（http://w

w
w
.nta.go.jp

）

を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
税
務
署
に

お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

　

佐
久
税
務
署

 

個
人
課
税
第
一
部
門
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（
代
表
）

　

※ 

自
動
音
声
に
従
い「
２
」を
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。

（（1313）） みよた広報 やまゆり　 みよた広報 やまゆり　20152015年年11月号月号


